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平成 28 年経済センサス‐活動調査 企業ヒアリングの実施状況について 

（中間報告） 

 

 

１ 目的 

  平成 28 年経済センサス‐活動調査の実施に向け、製造業の企業について、前回

調査の統計委員会答申における「今後の課題」として掲げられている「企業の内部

取引額」把握の可能性を検証する。また、「産業関連統計の体系的整備等に関する

ワーキンググループ」における「売上高等の集計に関する消費税の取扱い」及び「労

働者区分等の変更」について、企業の状況を把握することにより、次回調査の調査

事項の設定に当たっての検討に資する。 

 

２ 対象 

平成 24 年経済センサス‐活動調査及び平成 26 年経済センサス‐基礎調査で回答

済みの企業の中から、指定の産業i別の売上高上位、かつ税抜きで売上高等を記入

している企業を抽出。ただし、以下を除いた企業を選定。 

・経済センサス‐活動調査 試験調査の対象企業 

・サービス産業動向調査、工業統計調査等で実施しているヒアリング対象企業 

 

３ 聴取事項 

① 企業の内部取引額について【製造業】 

② 消費税の取扱いについて【全産業】 

③ 事業別売上（収入）金額について【サービス関連産業Ｂii】 

④ 従業者（「常用雇用者」の内訳）について【全産業】 

 

４ 実施方法 

    総務省及び経済産業省の職員が、架電により調査対象企業にヒアリングを打診し、 

  ① ヒアリングを受諾した企業については、職員が訪問して聴取。 

  ② ヒアリングが困難であってアンケート形式による回答を受諾した企業につ

いては、聴取事項をメール等により送付。 

 

５ 実施状況（12 月 15 日時点） 

    架電：249 企業、うち訪問：80 企業、アンケート送付：78 企業 

                                                  
i （1）卸売業  （2）小売業  （3）製造業   （4）電気、ガス、熱供給、水道事業 
 （5）通信、放送、映像・音声・文字情報制作事業  （6）運輸  （7）金融、保険 
 （8）情報サービス、インターネット付随サービス事業  （9）不動産事業 
 （10）物品賃貸事業  （11）学術研究、専門・技術サービス事業  （12）宿泊事業 
 （13）飲食サービス  （14）生活関連サービス、娯楽事業 （15）社会教育、学習支援事業 
 
ii  サービス関連産業Ｂのうち、企業ヒアリング対象の産業 
  「学術研究、専門・技術サービス事業」、「生活関連サービス、娯楽事業」、「社会教育・学習支
援事業」 

資料２－２



１　企業の内部取引額について【製造業】

　事業所（工場）毎に独立会計管理を行っていますか。

行っている

行っていない

可能である

不可能である （その理由を具体的に御回答ください）

 ※御回答後、 へ

市価換算ベース

原価ベース

その他 （具体的に御回答ください）

可能である

不可能である （その理由を具体的に御回答ください）

問１－１

問１－２　事業所（工場）毎に「企業内取引」で生じた売上高を、統計調査で回答することは可能で
すか。

問１－６

問１－３　事業所（工場）毎の「企業内取引」による売上（収入）金額は、どのような計算方法に基
づいていますか。近いものを御回答ください。

問１－４　「企業内取引」について、貴企業（本社）で一括して事業所（工場）毎に回答することは
可能ですか。
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可能である

不可能である （その理由を具体的に御回答ください）

（ ）

問題はない

問題がある （その理由を具体的に御回答ください）

（ ）続きまして、「２　消費税の取扱いについて」にお進みください。

問１－５　売上（収入）金額について、事業所（工場）毎に、次のような調査事項のうち「同一企業
内取引」について回答することは可能ですか。

「１」の質問は終わりです。

問１－６　統計調査で回答することが不可能な場合に、同一企業の他事業所（工場）への引き渡し価
格については、仮に他の企業へ売った場合はいくらになるか、市価に換算するなどして計算
する方法により、貴企業の「企業内取引」による売上（収入）金額を回答することに問題が
ありますか。

収入を得た相手先
①個人

（一般消費者）
④海外取引

⑤同一企業内

取引

他の企業・団体

②民間 ③公務（官公庁）

０収入額割合（％） １

①～⑤の合計

０
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２　消費税の取扱いについて【全ての産業】

　「消費税の取扱い」について、帳簿上では税抜き、税込みどちらを採用していますか。

【150】 税抜き → へ

【８】 税込み →

【50】 可能である → へ

【100】 不可能である → へ

　帳簿上、消費税は「仮受消費税」と「仮払消費税」として処理していますか。

【99】 処理している → へ

【1】 処理していない

※　「処理していない」と回答された企業は、 へ

【24】 可能である → へ

【75】 不可能である （その理由を具体的に御回答ください）

・

・

・

問２－５

問２－４

（帳簿上、どのように消費税を管理しているか御回答ください）

問２－４　経済センサス‐活動調査で経理事項を税込みで回答できない場合、「仮受消費税」と「仮払
消費税」を経済センサス‐活動調査の調査事項となっている項目に配分することにより回答す
ることは可能ですか。

問２－５

※「不可能である」と回答された企業は、「２」の質問は終わりです。

年間仕訳数が数十万件あることや税率が5％と8％が混在しており、簡易的に計
算することも困難。
課税、非課税、不課税が混在しており、全てを整理した上で配分していくこと
は実務上現実的では無い。
事業所の数が多数あるため、配分による計算が煩雑になり、負荷が大きい。
 
など

問２－１

問２－３

問２－２

問２－２　経済センサス‐活動調査では、経理事項に関する調査事項（売上（収入）金額、費用総額及
び費用項目など）を、原則税込みで回答することとしています。税込みで、経済センサス‐活
動調査の経理事項に関する調査事項を回答することは可能ですか。

問２－３

「２」の質問は終わりです。

問２－５
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① 作業に、 日 若しくは、 時間　　程度要する

② 作業の主な内容 （具体的に御回答ください）

（ ）続きまして、「３ 事業別売上（収入）金額」にお進みください。

問２－５　経済センサス‐活動調査の経理事項に関する調査事項を消費税込みにするため、①事務負担
はどの程度ですか、②どのような作業を行うのでしょうか。
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３　事業別売上（収入）金額について【サービス関連産業Ｂ】

【４】

【20】 調査票の裏面《図２》を参照する方が良い

調査票イメージ《図１》

問３－１　以下の調査票イメージ《図１》の調査事項を回答するに当たって、該当する「事業別内
訳」が分からなかった場合、次のどちらで「事業別内訳」の例示を参照するほうが良い
か、御回答ください。

調査票の記入の補助として配布する別冊子（『調査票の記入のしかた』）を参照
する方が良い

又は割合（％）
百億 十億 億 千万 百万 十万 万円

●

●

●

●

●

●

●

●

記入に当たっては、「調査票の記入のし

かた」○ページを参照してください。

６欄「①売上（収入）金額」に記入した売

上（収入）金額の内訳を記入してくださ

い。（万円未満四捨五入）

金額で記入できない場合は、６欄「①売上

（収入）金額」に占める割合を記入してく

ださい。（小数点以下四捨五入）

自己建設による不動産取引収入は「（オ）

③建設事業の収入」になります。

倉庫業での収入は「（オ）⑥運輸、郵便事

業の収入」になります。なお、駐輪場やコ

インロッカー等一時的に物品を預かる事業

の収入は「（カ）⑮生活関連サービス、娯

楽事業の収入」になります。

土地、建物、駐車場の賃貸収入は「（カ）

⑩不動産事業の収入」になります。ただ

し、映画館、スポーツ施設の賃貸収入は

「（カ）⑮生活関連サービス、娯楽事業の

収入」に、展示会、集会場等の施設の賃貸

収入は「（カ）⑰上記以外のサービス事業

の収入」に、公民館等の社会教育施設の利

用収入は「（カ）⑯社会教育、学習支援事

業の収入」になります。

店内での飲食、顧客の注文により調理した

飲食料品の販売は「（カ）⑭飲食サービス

事業の収入」になります。調理済みの飲食

料品の販売は「（エ）②小売の商品販売

額」になります。

「（カ）⑰上記以外のサービス事業の収

入」には、廃棄物処理、自動車整備、機械

等修理、労働者派遣、建物サービス、警備

業などが該当します。

(ア)農業、林業、漁業の収入

事業別売上（収入）金額 事業別内訳
売上（収入）金額７

(イ)鉱物、採石、砂利採取事業の収入

(ウ)製造品の出荷額・加工賃収入額

(エ)商業
①
卸売の商品販売額

（代理・仲立手数料を含む）

通信、放送、映像・音声・文字情報制作事業

の収入

⑥

(オ)

建設業、

サービス

関連産業Ａ

② 小売の商品販売額

⑧ 政治・経済・文化団体、宗教団体の活動収入

⑦ 金融、保険事業の収入

運輸、郵便事業の収入

③
建設事業の収入

（完成工事高）

④ 電気、ガス、熱供給、水道事業の収入

⑤

物品賃貸事業の収入

⑫ 学術研究、専門・技術サービス事業の収入

⑪

(カ)
サービス

関連産業Ｂ

⑨
情報サービス、インターネット附随サービス

事業の収入

⑩ 不動産事業の収入

⑭ 飲食サービス事業の収入

⑮ 生活関連サービス、娯楽事業の収入

⑯

⑬ 宿泊事業の収入

(ク)医療、福祉事業の収入

合　　　計

(キ)学校教育事業の収入

社会教育、学習支援事業の収入

⑰ 上記以外のサービス事業の収入

６欄①の売上（収入）金額 1 0 0

金

額

で

記

入

で

き

な

い

場

合

は
、

右

欄

に

割

合

を

記

入

し

て

く

だ

さ

い
。
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調査票裏面イメージ《図２》
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　となりますが、例示から容易に見つけられましたか。

【17】 見つけられた

【7】 見つけられなかった

（ ）

・「経営コンサルタント」、「広告業」の事業で得た収入は、
　「⑫　学術研究、専門・技術サービス事業の収入」

・「旅行業」、「公園・遊園地」、「遊戯場（パチンコホール、ゲームセンター
　など）」、「クリーニング」及び「写真プリント」の事業で得た収入は、
　「⑮　生活関連サービス、娯楽事業の収入」

・「教育・生活サービス」、「学習塾」の事業で得た収入は、
　「⑯　社会教育、学習支援事業の収入」

続きまして、「４ 従業者（「常用雇用者」の内訳）について」にお進みください。

問３－２　「事業別内訳」の例示は、以下の内容である場合、
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４　従業者（「常用雇用者」の内訳）について【全ての産業】

表（ア）：従来型の内訳 表（イ）：新たな内訳案

【20】 回答できない → 【12】フルタイムという概念がないから

【８】 その他

【138】 回答できる →

【90】違いはない

【48】違いがある

・

・

・
・

正社員の中に、契約型（１年更新）の職種があ
る。
正社員の中に、定年後のシニアスタッフなど有期
雇用の者がいる。
正社員の中に、短時間勤務者がいる。
パート・アルバイトの一部はフルタイムで働いて
いる。

どのような違いがあるか具体的
に御回答ください

その理由を具体的に御回答くだ
さい

　「常用雇用者」の内訳について、「正社員・正職員などと呼ばれている人」から「期間を定めず
に、かつ、フルタイムで雇用している人」への変更を検討しています。次の表（ア）、（イ）をご覧
の上、貴企業の事業所について、以下の質問に御回答ください。

問４－１　表（イ）の新たな内訳案「期間を定めずに、かつ、フルタイムで雇用している人」で用い
る「フルタイム」の定義は以下のとおりですが、この定義に則した人数を貴企業の事業所で
は、雇用者から特定して回答できますか。

フルタイム ： 事業所毎に定められている通常の「１週間の所定労働時間」を言います。

事業所において、「表（ア）：正社員・正職員などと呼ばれて
いる人」と、「表（イ）：期間を定めずに、かつ、フルタイム
で雇用している人」に違いはありますか。

左記以外の人

（パート・アルバイトなど）

男 ＊人 ＊人

女 ＊人 ＊人

区分

常用雇用者

（期間を定めずに、若しくは１か月以上の期間を
定めて雇用している人）

正社員・正職員
などと呼ばれて
いる人

男 ＊人 ＊人

女 ＊人 ＊人

常用雇用者

（期間を定めずに、若しくは１か月以上の期間を
定めて雇用している人）

左記以外の人
期間を定めずに、
かつ、フルタイム
で雇用している人

区分

9



【133】 従来型の内訳「正社員・正職員などと呼ばれている人」が回答しやすい

【25】

　上記の（問４－２）で回答いただいた内容について、その理由を御回答ください。

●従来型の内訳「正社員・正職員などと呼ばれている人」が回答しやすい

【87】 雇用者をこの区分で管理しているため

【20】 雇用者をこの区分で管理はしていないが、既存情報からの再集計がしやすいため

【26】 その他 （その理由を具体的に御回答ください）

・
・

●新たな内訳案「期間を定めずに、かつ、フルタイムで雇用している人」が回答しやすい

【７】 雇用者をこの区分で管理しているため

【14】 雇用者をこの区分で管理はしていないが、既存情報からの再集計がしやすいため

【４】 その他 （その理由を具体的に御回答ください）

・
・

御協力ありがとうございました。

問４－３

問４－２　従来型の内訳「正社員・正職員などと呼ばれている人」と、新たな内訳案「期間を定めず
に、かつ、フルタイムで雇用している人」とでは、どちらの方が回答しやすいですか。

新たな内訳案「期間を定めずに、かつ、フルタイムで雇用している人」が回答しやすい

定義が変わると単純に負担増。
新しい内訳案では、定義が明確であるが故に、フルタイムに該当するか否か
を、事例に応じ正しく区分しなければならず、「正社員・正職員」という呼称
による判断の方が簡単である。

など

対象者の定義が明確なため。
正社員という区分で管理しておらず、新たな内訳案の方が分かりやすい。

など
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